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歴
代
社
会
保
険
庁
長
官
の
退
職
金
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

本
年
四
月
九
日
付
の
新
聞
は
、
歴
代
十
四
人
の
社
会
保
険
庁
長
官
の
退
職
金
が
平
均
し
て
約
六
千
二
百
万
円
に
上
る
こ
と

が
社
会
保
険
庁
の
推
計
（
以
下
、
「
推
計
」
と
い
う
。
）
で
明
ら
か
に
な
っ
た
と
報
じ
て
い
る
が
、
「
推
計
」
の
対
象
と

な
っ
た
歴
代
社
保
庁
長
官
（
以
下
、
「
歴
代
長
官
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
を
全
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

「
歴
代
長
官
」
は
、
社
保
庁
を
退
職
後
、
何
ら
か
の
関
連
団
体
に
天
下
っ
て
い
る
か
。
天
下
っ
て
い
る
の
な
ら
、
そ
の
天

下
り
先
を
そ
れ
ぞ
れ
全
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

二
で
、
天
下
っ
た
「
歴
代
長
官
」
の
う
ち
、
そ
の
天
下
り
先
を
既
に
退
職
し
た
者
の
中
で
、
天
下
り
先
か
ら
の
退
職
金
を

受
け
取
っ
て
い
る
者
は
い
る
か
。

四

昨
年
十
月
三
十
一
日
、
国
民
の
年
金
記
録
が
ず
さ
ん
に
管
理
さ
れ
て
い
た
問
題
（
以
下
、
「
年
金
記
録
問
題
」
と
い

う
。
）
に
対
す
る
第
一
義
的
責
任
等
を
含
む
事
実
関
係
に
つ
い
て
検
証
す
る
年
金
記
録
問
題
検
証
委
員
会
の
調
査
結
果
（
以

下
、
「
調
査
結
果
」
と
い
う
。
）
が
公
表
さ
れ
た
。
「
調
査
結
果
」
で
は
「
年
金
記
録
問
題
」
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
に
つ

い
て
、
「
歴
代
長
官
」
の
責
任
が
最
も
重
い
と
さ
れ
て
い
た
と
承
知
す
る
が
、
「
歴
代
長
官
」
が
平
均
し
て
約
六
千
二
百
万

円
も
の
退
職
金
を
受
け
取
っ
て
い
た
こ
と
は
適
切
か
。
�
添
要
一
厚
生
労
働
大
臣
の
見
解
如
何
。

一



五

一
の
新
聞
報
道
に
よ
る
と
、
「
調
査
結
果
」
を
受
け
て
「
歴
代
長
官
」
か
ら
は
一
人
当
た
り
約
二
百
七
十
万
円
の
自
主
返

納
が
行
わ
れ
た
だ
け
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
「
歴
代
長
官
」
に
一
で
指
摘
し
た
様
に
平
均
し
て
約
六
千
二
百
万
円
も

の
退
職
金
が
支
払
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
今
、
「
年
金
記
録
問
題
」
に
つ
い
て
最
も
重
い
責
任
を
負
う
「
歴

代
長
官
」
に
は
、
更
な
る
自
主
返
納
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
�
添
大
臣
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


